
◎証券取引法の一部を改正する法律 
（平成一七年六月二九日法律第七六号）   

一、提案理由（平成一七年四月一九日・衆議院財務金融委員会） 

○伊藤国務大臣 ただいま議題となりました証券取引法の一部を改正する法律案につき

まして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 政府は、最近の証券市場をめぐる状況等の変化に対応して、公開買い付け制度や企業

情報開示制度の信頼性を確保すると同時に、我が国証券市場の国際競争力の向上を図る

ため、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、公開買い付け制度の信頼性を確保する観点から、公開買い付け制度の適用対

象となっていない証券取引所の立ち会い外取引のうち、相対取引に類似した取引につい

ては、買い付け後の株券等保有割合が三分の一を超える場合に公開買い付け制度を適用

することとしております。 

 第二に、企業情報開示制度の信頼性を確保する観点から、子会社が上場会社であって、

親会社が上場していないこと等により親会社の企業情報が開示されていない場合につい

て、その親会社に対して情報の開示を義務づけることとしております。 

 第三に、我が国証券市場の国際競争力の向上を図る観点から、外国会社等が、本国等

において適切な開示基準に基づいて英語による開示を行っている場合等には、日本語に

よる要約等の添付を前提として、外国会社等に英語による有価証券報告書の提出を認め

ることとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一七年四月二六日） 

○金田英行君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、財務金融委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、内閣提出の証券取引法の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、最近の証券市場をめぐる状況等の変化に対応して、公開買い付け制度や企業

情報開示制度の信頼性を確保すると同時に、我が国証券市場の国際競争力の向上を図ろ

うとするものであり、以下、その概要を申し上げます。 

 第一に、公開買い付け制度の信頼性を確保する観点から、公開買い付け制度の適用対

象となっていない証券取引所の立ち会い外取引のうち、相対取引に類似した取引につい

ては、買い付け後の株券等保有割合が三分の一を超える場合に公開買い付け制度を適用

することとしております。 

 第二に、企業情報開示制度の信頼性を確保する観点から、子会社が上場会社であって、

親会社が上場していないこと等により、親会社の企業情報が開示されていない場合につ



いて、その親会社に対して情報の開示を義務づけることとしております。 

 第三に、我が国証券市場の国際競争力の向上を図る観点から、外国会社等が、本国等

において適切な開示基準に基づいて英語による開示を行っている場合等には、日本語に

よる要約等の添付を前提として、外国会社等に英語による有価証券報告書の提出を認め

ることとしております。 

 両法律案は、去る四月十九日当委員会に付託され、同日伊藤国務大臣及び提出者鈴木

克昌君から提案理由の説明を聴取した後、翌二十日より質疑に入り、本日質疑を終局い

たしましたところ、証券取引法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・

無所属クラブ及び公明党の共同提案に係る継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入

等を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、証券取引委員会設置法案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、順

次採決いたしましたところ、証券取引委員会設置法案は否決され、証券取引法の一部を

改正する法律案は全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一七年四月二六日） 

○江崎（洋）委員 ただいま議題となりました証券取引法の一部を改正する法律案に対

する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 

 ディスクロージャーは証券市場を支える最も基本的な制度であり、発行会社が継続開

示義務に違反して一般投資家を欺く行為は、証券市場に対する挑戦であるとさえ言える

ものであります。悪質重大な継続開示義務違反については刑事罰が発動されますが、さ

らに広範に継続開示義務違反を抑止し、規制の実効性を確保するためには、刑事罰に加

えて、発行開示義務違反等におけると同様、行政上の措置として課徴金制度を導入する

ことが急務となっております。 

 本修正案は、このような状況にかんがみ、証券市場に対する信頼を確保し、一般投資

家を保護するため、継続開示義務違反について次のような課徴金制度を導入することと

するものであります。 

 以下、修正案の概要を申し上げます。 

 第一に、本修正案は、継続開示義務違反に対する課徴金制度を導入するものでありま

すが、その課徴金の額は、有価証券報告書等については三百万円を原則とし、虚偽記載

時の株式等の時価総額の○・○○三％に相当する額が三百万円を超える場合には、その

額とすることとしております。また、半期報告書及び臨時報告書等に係る課徴金の額に

ついては、有価証券報告書等に係る課徴金の二分の一に相当する額としております。 

 第二に、罰金とあわせて課徴金が科される場合には、その課徴金の額から罰金の額の

全額を控除することとしております。 

 第三に、この法律の施行の日から一年を経過する日までの間に継続開示書類を提出し

た者については、初回の違反であること、当局による調査開始前に自主的な訂正を実施



したこと、再発防止策を講じたことという三要件を満たす場合に、課徴金の額を減額す

ることとしております。 

 第四に、検討規定を置き、「政府は、おおむね二年を目途として、この法律による改

正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算

定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方

等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」ことと

しております。 

 以上が、本修正案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一六年六月二二日） 

○浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近の証券市場をめぐる情勢の変化に対応し、我が国証券市場の国際競

争力の向上を図るため、公開買い付け制度の適用範囲の見直し及び親会社等状況報告書

制度の導入並びに外国会社等の英文による開示制度の導入等の措置を講じようとするも

のであります。 

 また、本法律案は、衆議院において、継続開示義務違反に対する課徴金制度を導入す

る等の修正が行われております。 

 委員会におきましては、証券取引所における親子会社上場の是非、継続開示義務違反

に対する課徴金制度の導入の意義と実効性、外国証券会社の業務実態と擬似外国会社規

制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


